
第１０号議案 

 

広域系統整備委員会の設置及び委員の委嘱について 

 

（案） 

 

定款第３９条第１項の規定に基づく委員会として、以下の通り委員会を設置する。 

 

１．委員会の名称 

広域系統整備委員会とする。 

 

２．委員会への諮問事項 

（１）広域系統長期方針に係る検討 

（２）広域系統整備計画に係る検討 

 

３．委員 

別紙１のとおり（計７名）とする。ただし、別紙１の委員に加え、下記６に準じ

て電気供給事業者の役職員から委員を選任することとし、調整完了後、別途理事

会にて決定する。 

 

４．委員への委嘱手続 

 委員への委嘱は別紙２により行う。 

 秘密保持、情報の目的外利用禁止に関する誓約書の提出依頼その他の委嘱に関
する事務手続きは計画部長にて処理する。 

 

５．委員の任期等 

 委員の任期は２年とし、再任は原則２回までとする。 

 後任委員の選任が必要となったときは、理事会が選任する。選任においては、

以下の資格を満たす者を選任することとし、事業者委員を選任する場合は、事
業種別ごとに人数が均等になるよう選任する。 

 中立者委員 専門的な知見を有する有識者及び需要家等 

 事業者委員 発電、小売、送配電の各事業分野に従事する電気供給事業

者の職員等であって、各事業分野に関する専門的な知見を有する者 
 

６．委員会の運営 

  委員会規程による。 

 

７．本委員会の幹事 

計画部とする。 
 

以 上  



  別紙１ 
 

電力広域的運営推進機関 広域系統整備委員会 

委員名簿 

 

委員長 

古城 誠 上智大学 法学部地球環境法学科 教授 

（敬称略） 

委員（中立者） 

岩船 由美子 東京大学 生産技術研究所 准教授 

大橋 弘 東京大学大学院 経済学研究科 教授 

加藤 政一 東京電機大学 工学部電気電子工学科 教授 

工藤 禎子 （株）三井住友銀行 執行役員 成長産業クラスターユニット長 

清水 宏和 清水印刷紙工（株） 代表取締役社長 

田中 誠 政策研究大学院大学 教授 

（敬称略・五十音順） 

委員（事業者） 

（調整中）  

 

 

 


